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１-１ 都市再開発の方針の見直し 
・ 都市再開発の方針に定める事項 

・ 阪神間都市計画都市再開発の方針（現行方針） 

・ 都市再開発の方針の見直し（市素案） 

・ 都市再開発の方針 変更前後対照表（参考資料） 
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■ 都市再開発の方針に定める事項 

 

本方針においては、計画的な再開発が必要な市街地（都市再開発法第２条の３第１項第１

号に規定する区域）、再開発促進地区（同法第２条の３第１項第２号又は同条第２項に規定す

る地区）及び「課題地域」を定めます。 

 

○ 地区等の考え方 

名称 地区の概念 定める内容 

 

計画的な再開発が必要

な市街地 (*1) 

 

 

（都市再開発法第２条の３第１

項第１号又は同条第2項） 

・当該都市全体の健全な発展と秩序ある整備を図るう

えで、望ましい土地利用の密度に比して現況の土地

利用の密度が著しく低く、土地の高度利用を図るべき

一体の市街地の区域 

・既に一定の密度の土地利用がなされているもののう

ち、都市構造の再編や防災上の観点から土地利用の

転換や市街地の整備・改善を図る必要がある一体の

市街地の区域 

・個性的、魅力的な都市空間の保全・修復・形成等を

図ることを通じて、都市環境の向上を図るべき一体の

市街地の区域 

・その他特に都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ため再開発を行うべき区域を含む一体の市街地 

（都市計画運用指針） 

・概ねの位置 

・再開発の目標 

・土地の合理的かつ

健全な高度利用及

び 都 市 機 能 の 更

新に関する方針等 

特に整備課題の集中が

見られる地域 (*2) 

（課題地域） 

計画的な再開発が必要な市街地のうち、住工混在、老

朽住宅の密集、公共施設の不足等整備課題が集中し

ている地域 

・概ねの位置 

再開発促進地区(*1) 

〔２号地区〕 

〔２項地区〕 

  

（都市再開発法第２条の３第１

項第２号、第２項） 

計画的な再開発が必要な市街地のうち、面的整備事

業や都市施設を一体的かつ総合的に実施し、再開発

を促進すべき地区 

（事業実施の具体性があるもの） 

・区域 

・整備又は開発の計

画の概要等 

・概ね 5 年以内に実

施予定の事業 

・概ね 5 年以内に決

定(変更)予定の都

市計画 

*1 法律で規定 

*2 県が独自で定める事項 
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【参考資料】現行方針（令和３年３月）
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都市再開発の方針（市素案） 

 

 

別表 1 

計画的な再開発が必要な市街地 再開発促進地区 

番号 
名称 

（面積） 
再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び

都市機能の更新に関する方針 

特に整備課題の集中が

みられる地域（課題地域） 
番号 

地区名 

（面積） 

A-1 三田 

（約 56ha） 

・三田市の中心都市

核としての商業業

務機能の強化 

・土地の高度利用の

促進 

・根幹的都市施設の

整備 

・三田駅前地区では、土地の高度

利用を促進し、商業業務機能の更

新、生活支援施設の集積を図る。 

・道路等の都市基盤施設の整備を

図り、立地特性を活かした都市居

住空間の形成を図る。 

・景観計画により調和と秩序のあ

る街並みの形成を図る。 

駅前町地区 

 

A-1-1 三田駅前（Ｃブ

ロック）地区

（約 1.9ha） 

 

 

 

 

 

 

 

別表 2 

番号 
地区名 

（面積） 

整備又は開発計画の概要 
概ね５年以内

に実施予定

の事業 

概ね５年以内

に 決定（ 変

更）予定の都

市計画 

備考 
地区整備の 

主たる目標 
土地利用計画 

建築物更新の 

方針 

施設整備の 

方針 

再開発促進の 

措置 

A-1-1 三 田 駅 前

（Ｃブロッ

ク）地区 

・三田市の中

心都市核とし

ての商業業務

機能の強化、

充実 

・商業、生活

支援、文化・

サービス、

住宅 

・土地の高度

利用 

・商業施設及び

住宅等の建築

物の共同化、不

燃化、高層化に

よる更新 

・生活支援、文

化・サービス等

の複合機能施設

の整備 

・都市計画

道路の整

備 

・シンボル

ロ ー ド 等

に よ る 歩

行 者 空 間

の整備 

・組合施行に

よる市街地

開発事業の

施行 

 

・市街地

再開発事

業（Ｃブ

ロック地

区）（事業

中） 
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都市再開発の方針【変更前後対照表】 

 

 

（変更前） 

別表 2 

番号 
地区名 

（面積） 

整備又は開発計画の概要 
概ね５年以内

に実施予定

の事業 

概ね５年以内

に 決定（ 変

更）予定の都

市計画 

備考 
地区整備の 

主たる目標 
土地利用計画 

建築物更新の 

方針 

施設整備の 

方針 

再開発促進の 

措置 

A-1-1 三 田 駅 前

（Ｃブロッ

ク）地区 

・三田市の中

心都市核とし

ての商業業務

機能の強化、

充実 

・商業、生活

支援、文化・

サービス、

住宅 

・土地の高度

利用 

・商業施設及び

住宅等の建築

物の共同化、不

燃化、高層化に

よる更新 

・生活支援、文

化・サービス等

の複合機能施設

の整備 

・都市計画

道路の整

備 

・シンボル

ロ ー ド 等

に よ る 歩

行 者 空 間

の整備 

・組合施行に

よる市街地

開発事業の

誘導 

 

・市街地

再開発事

業（Ｃブ

ロック地

区） 

・高度利

用地区 

・市街地

再開発事

業（Ｃブ

ロック） 

・都市計

画道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 

別表 2 

番号 
地区名 

（面積） 

整備又は開発計画の概要 
概ね５年以内

に実施予定

の事業 

概ね５年以内

に 決定（ 変

更）予定の都

市計画 

備考 
地区整備の 

主たる目標 
土地利用計画 

建築物更新の 

方針 

施設整備の 

方針 

再開発促進の 

措置 

A-1-1 三 田 駅 前

（Ｃブロッ

ク）地区 

・三田市の中

心都市核とし

ての商業業務

機能の強化、

充実 

・商業、生活

支援、文化・

サービス、

住宅 

・土地の高度

利用 

・商業施設及び

住宅等の建築

物の共同化、不

燃化、高層化に

よる更新 

・生活支援、文

化・サービス等

の複合機能施設

の整備 

・都市計画

道路の整

備 

・シンボル

ロ ー ド 等

に よ る 歩

行 者 空 間

の整備 

・組合施行に

よる市街地

開発事業の

施行 

 

・市街地

再開発事

業（Ｃブ

ロック地

区）（事業

中） 

  

                             赤字下線部分が変更箇所 
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１-２  防災街区整備方針の見直し 
・ 防災街区整備方針に定める事項 

・ 阪神間都市計画防災街区整備方針（現行方針） 

・ 防災街区整備方針の見直し（市素案） 

  ・ 防災街区整備方針 変更前後対照表（参考資料） 
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■ 防災街区整備方針に定める事項 

 

本方針においては、防災再開発促進地区（密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律（以下「密集法」という。）第３条第１項第１号に規定する地区）、防災公共施設（同

法第３条第１項第２号に規定する公共施設）、「課題地域」を定めます。 

 

○ 地区等の考え方 

名称 地区等の概念 
定める内容 

（整備又は開発に関する計画の概要） 

防災再開発促進地区 

(*1) 

 

（密集法第３条第１項第１号） 

防災街区としての整備を図るため、特

に一体的かつ総合的に市街地の再開

発を促進すべき地区 

 

（事業実施の具体性があり、住民のま

ちづくりへの参画が得られるもの） 

・区域 

・整備又は開発計画の概要 

防災公共施設 (*1) 

 

 

（密集法第３条第１項第２号） 

密集市街地において特定防災機能(*)

を確保するために整備されるべき主要

な道路、公園その他政令で定める公

共施設 

 

*特定防災機能：火事又は地震が発生

した場合において延焼防止上及び避

難上確保されるべき機能 

・位置 

・種類、規模 

・整備方針 

・整備スケジュール 

課題地域 (*2) 

防災再開発促進地区に次いで、優先

的に地域住民に対して防災知識の普

及や防災意識の高揚を図り、協働で

防災性の向上に努める必要がある地

域でかつ指標により抽出 

・概ねの位置 

・整備方針 

*1 法律で規定 

*2 県が独自で定める事項 
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【参考資料】現行方針（令和３年３月）
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防災街区整備方針（市素案） 

 

別表 1 

番号 
地区名 

（面積） 

整備又は開発計画の概要 

地区の再開発、

整備等の主たる

目標 

防災街区の整

備に関する基本

的方針その他

の土地利用計

画の概要 

建築物の更新

の方針 

都市施設、地区

防災施設及び

地区施設の整

備方針 

再開発の促進

のための公共

及び民間の役

割、条件の整備

等の措置 

概ね５年以内に

実施予定の公

共施設整備事

業、面的整備事

業等の計画概

要 

概ね５年以内に

決定（変更）予

定の都市計画 

そ の 他

特 記 す

べき事項 

          

 

 

 

別表 2 

番号 市町名 名称 整備方針 

a-① 三田市 ＪＲ三田駅周辺 地元と連携した啓発活動により、防災・減災知識の普及及

び意識の高揚を図り、参画と協働による地域の防災対策の

必要性について理解を深め、民間活力や建物更新の時期を

活用し、防災性の向上を図る。 

 

 

 

別表 3 

番号 整備する防災公共施設の種類 防災公共施設の整備の方針 整備スケジュール 備考 

     

 

該当なし 

該当なし 
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防災街区整備方針【変更前後対照表】 

 

（変更前） 

別表 2 

市町名 番号 名称 整備方針 

三田市 a-① ＪＲ三田駅周辺 ・区画道路及び細街路等の整備 

・木造家屋の防災性能の向上 

・老朽木造建築物の建替促進 

・公園等のオープンスペースの確保 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 

別表 2 

番号 市町名 名称 整備方針 

a-① 三田市 ＪＲ三田駅周辺 地元と連携した啓発活動により、防災・減災知識の普及及

び意識の高揚を図り、参画と協働による地域の防災対策の

必要性について理解を深め、民間活力や建物更新の時期を

活用し、防災性の向上を図る。 

赤字下線部分が変更箇所 
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２ その他 
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